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◎職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則（人事委員会規則第５号） 

 職員の子育て支援に関する条例の改正等に伴い、所要の整備を行うこととした。 
 

人 事 委 員 会 規 則 

 

 職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和４年７月26日 

                                  兵庫県人事委員会       

委員長 田 中 基 康  

兵庫県人事委員会規則第５号 

職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則 

（職員の給与に関する規則の一部改正） 

第１条 職員の給与に関する規則（昭和35年兵庫県人事委員会規則第12号）の一部を次のように改正する。 

第37条第６項第３号中「育児休業をした期間（当該育児休業の承認に係る期間（当該期間が２以上あると

きは、それぞれの期間を合算した期間）が１箇月以下である場合を除く。）」を「育児休業（次に掲げる育児

休業を除く。）をした期間」に改め、同号に次のように加える。 

  ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から職員の子育て支援に関する条例（平成21

年兵庫県条例第15号。以下「子育て支援条例」という。）第４条に規定する期間内にある育児休業であ

って、当該育児休業の承認に係る期間（当該期間が２以上あるときは、それぞれの期間を合算した期

間）が１箇月以下である育児休業 

  イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から子育て支援条例第４条に規定する期間内

にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間（当該期間が２以上あると

きは、それぞれの期間を合算した期間）が１箇月以下である育児休業 

第37条第21項第８号中「育児休業をした期間（当該育児休業の承認に係る期間（当該期間が２以上あると

きは、それぞれの期間を合算した期間）が１箇月以下である場合を除く。）」を、「育児休業（第６項第３号ア

及びイに掲げる育児休業を除く。）をした期間」に改め、同項第11号中「職員の子育て支援に関する条例（平

成21年兵庫県条例第15号。以下「子育て支援条例」という。）」を「子育て支援条例」に改める。 

（公立学校教育職員等の給与に関する規則の一部改正） 

第２条 公立学校教育職員等の給与に関する規則（昭和35年兵庫県人事委員会規則第13号）の一部を次のよう

に改正する。 

第43条第４項第３号中「育児休業をした期間（当該育児休業の承認に係る期間（当該期間が２以上あると

きは、それぞれの期間を合算した期間）が１箇月以下である場合を除く。）」を「育児休業（次に掲げる育児

休業を除く。）をした期間」に改め、同号に次のように加える。 

  ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から職員の子育て支援に関する条例（平成21
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年兵庫県条例第15号。以下「子育て支援条例」という。）第４条に規定する期間内にある育児休業であ

って、当該育児休業の承認に係る期間（当該期間が２以上あるときは、それぞれの期間を合算した期

間）が１箇月以下である育児休業 

  イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から子育て支援条例第４条に規定する期間内

にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間（当該期間が２以上あると

きは、それぞれの期間を合算した期間）が１箇月以下である育児休業 

第43条第19項第８号中「育児休業をした期間（当該育児休業の承認に係る期間（当該期間が２以上あると

きは、それぞれの期間を合算した期間）が１箇月以下である場合を除く。）」を、「育児休業（第４項第３号ア

及びイに掲げる育児休業を除く。）をした期間」に改め、同項第11号中「職員の子育て支援に関する条例（平

成21年兵庫県条例第15号。以下「子育て支援条例」という。）」を「子育て支援条例」に改める。 

（職員の子育て支援に関する規則の一部改正） 

第３条 職員の子育て支援に関する規則（平成21年兵庫県人事委員会規則第３号）の一部を次のように改正す

る。 

第１条の６を第１条の７とし、第１条の５を第１条の６とし、第１条の４を第１条の５とする。 

第１条の３に次の１号を加える。 

(3) 前条に規定する事情に該当する場合 

第１条の３を第１条の４とし、第１条の２の次に次の１条を加える。 

（条例第２条の４第３号及び第２条の５に規定する特別の事情） 

第１条の３ 条例第２条の４第３号及び第２条の５に規定する人事委員会規則で定める特別の事情は、条例

第３条第１号から第３号までに掲げる事情とする。 

第４条の３中「第１条の６」を「第１条の７」に改める。 

第６条第１項第２号中「後８週間」を「以後１年」に改める。 

第13条第１項中「第１条の５」を「第１条の６」に改める。 

（会計年度任用職員の給与等に関する規則の一部改正） 

第４条 会計年度任用職員の給与等に関する規則（令和元年兵庫県人事委員会規則第５号）の一部を次のよう

に改正する。 

第18条第６項第３号中「育児休業をした期間（当該育児休業の承認に係る期間（当該期間が２以上あると

きは、それぞれの期間を合算した期間）が１箇月以下である場合を除く。）」を「育児休業（次に掲げる育児

休業を除く。）をした期間」に改め、同号に次のように加える。 

  ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から職員の子育て支援に関する条例（平成21

年兵庫県条例第15号。以下「子育て支援条例」という。）第４条に規定する期間内にある育児休業であ

って、当該育児休業の承認に係る期間（当該期間が２以上あるときは、それぞれの期間を合算した期

間）が１箇月以下である育児休業 

  イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から子育て支援条例第４条に規定する期間内

にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間（当該期間が２以上あると

きは、それぞれの期間を合算した期間）が１箇月以下である育児休業 

第18条第７項中「職員の子育て支援に関する条例（平成21年兵庫県条例第15号）」を「子育て支援条例」に

改める。 

第31条第２項第３号中「育児休業をした期間（当該育児休業の承認に係る期間（当該期間が２以上あると

きは、それぞれの期間を合算した期間）が１箇月以下である場合を除く。）」を「育児休業（次に掲げる育児

休業を除く。）をした期間」に改め、同号に次のように加える。 

  ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から子育て支援条例第４条に規定する期間内

にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間（当該期間が２以上あるときは、それぞれ

の期間を合算した期間）が１箇月以下である育児休業 

  イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から子育て支援条例第４条に規定する期間内

にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間（当該期間が２以上あると

きは、それぞれの期間を合算した期間）が１箇月以下である育児休業 

第31条第３項中「職員の子育て支援に関する条例」を「子育て支援条例」に改める。 

第41条第２項中「教育職員給与規則第28条第６項」を「教育職員給与条例第28条第６項」に改め、同項第

３号中「育児休業をした期間（当該育児休業の承認に係る期間（当該期間が２以上あるときは、それぞれの
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期間を合算した期間）が１箇月以下である場合を除く。）」を「育児休業（次に掲げる育児休業を除く。）をし

た期間」に改め、同号に次のように加える。 

  ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から子育て支援条例第４条に規定する期間内

にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間（当該期間が２以上あるときは、それぞれ

の期間を合算した期間）が１箇月以下である育児休業 

  イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から子育て支援条例第４条に規定する期間内

にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間（当該期間が２以上あると

きは、それぞれの期間を合算した期間）が１箇月以下である育児休業 

第41条第３項中「職員の子育て支援に関する条例」を「子育て支援条例」に改める。 

附 則 

 この規則は、令和４年10月１日から施行する。 
 

人 事 委 員 会 告 示 

 

 職員の子育て支援に関する実施規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

令和４年７月26日 

                                  兵庫県人事委員会       

委員長 田 中 基 康  

兵庫県人事委員会告示第５号 

職員の子育て支援に関する実施規程の一部を改正する規程 

職員の子育て支援に関する実施規程（平成21年兵庫県人事委員会告示第２号）の一部を次のように改正する。 

第１条の２第１項中「第１条の３若しくは第１条の４」を「第１条の４又は第１条の５」に改める。 

第２条第７項中「第６条第１項第１号」を「規則第６条第１項第１号」に、「後８週間」を「以後１年」に改

め、同条第８項中「後８週間」を「以後１年」に改める。 

   附 則 

 この告示は、令和４年10月１日から施行する。 

 

 


